
平成２０年４月から国保が変わります 
 
平成２０年４月から医療制度が見直されることになりましたので医療制度改正の内容を

お知らせします。 
 
 
１．自己負担割合が変更になります。 
 
○義務教育就学前の子どもの自己負担割合が２割になります。 

これまで、「３歳未満」の自己負担割合が２割でしたが、平成２０年４月からは「義務

教育就学前（６歳に達する日以降最初の３月３１日まで）」まで２割となり、対象者が拡

大されます。 
 
○７０歳から７４歳まで（現役並み所得者以外）の自己負担割合が１割に据え置かれます。 
  平成２０年４月から現役並み所得者以外の方について、自己負担割合が２割に引き上

げられることになっておりましたが、平成２１年３月までの１年間に限り現役並み所得

以外の方について自己負担割合を１割に据え置かれる予定です。 
 
 
２．７０歳から７４歳まで（一般）の自己負担限度額が据え置かれます。 
  医療費が高額になったときに支払う自己負担額には限度額が設けられており、自己負

担割合の変更に伴い７０歳から７４歳まで（一般）の自己負担限度額が引き上げられる

ことになっておりましたが、自己負担割合の据え置きとともに、自己負担減度額の引き

上げについても据え置かれる予定です。 
 

平成２１年３月まで据え置き 
外来（個人ごと） 外来＋入院（世帯単位） 
１２，０００円 ４４，４００円 

 
 
３．退職者医療制度の対象年齢が６５歳未満になります。 
  会社などを退職して国保加入し、厚生年金等を受けることのできる７５歳未満の被保

険者及び被扶養者は退職者医療制度で医療を受けていますが、平成２０年４月より対象

年齢が６５歳未満に変わり、平成２０年４月以降６５歳以上の退職被保険者及び被扶養

者は、一般の国保加入者となります。 



４．高額医療・高額介護合算制度が創設されます。 
  これまで、国民健康保険と介護保険では、それぞれの自己負担限度額を超えた分が、

高額療養費、高額介護サービス費として支給されていますが、平成２０年４月から医療

費の自己負担額と介護保険サービス利用料が合算できるようになります。 
  それぞれの自己負担限度額を適用後、年間の自己負担限度額を合算して下表の限度額

を超えるとき、その超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。 
 

区  分 ７０歳未満 ７０歳～７４歳 後期高齢者医療制度 

一   般 
６７万円 

（８９万円） 
６２万円 

（８３万円） 
５６万円 

（７５万円） 
上位所得者 

（現役並み所得者） 
１２６万円 

（１６８万円） 
６７万円 

（８９万円） 

非課税（低所得Ⅱ） 
３１万円 

（４１万円） 

非課税（低所得Ⅰ） 

３４万円 
（４５万円） １９万円 

（２５万円） 
※年額（毎年８月から翌年７月） 
※平成２０年４月から平成２０年７月までに対象となる負担がある場合は（ ）内の限度

額を適用することがあります。 
 
 
５．療養病床入院時の「食費・居住費」負担の対象が６５歳以上になります。 
  これまで、７０歳以上と老人保健で医療を受ける方が療養病床に入院するとき、食費

と居住費を自己負担していますが、平成２０年４月より６５歳以上の方も対象となりま

す。 
区  分 １食あたりの食費 １日あたりの居住費 

一般（下記以外の方） ４６０円 ３２０円 
低所得者Ⅱ ２１０円 ３２０円 
低所得者Ⅰ １３０円 ３２０円 

老齢福祉年金受給者 １００円 ０円 
※入院医療の必要性の高い状態が継続する患者及び回復期リハビリテーション病棟に入院

している患者については、一般の入院時食事代の標準負担額と同額の食材料費相当額を

負担することになります。 
 
 
 



６．特定健康診査がはじまります。 
 
○４０歳から７４歳までの被保険者の方を対象に、平成２０年４月から生活習慣病予防、

とりわけメタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の予防、改善に向けた「特定健

診・特定保健指導」がはじまります。 
 
○特定健診は年に１回実施されます。また、特定健診の結果から、生活習慣改善の必要性

に応じて保健指導が行われます。 
 

特定健診及び問診の実施 
↓ 

①生活習慣改善の必要性が低い場合 
②生活習慣改善の必要性が中位の場合 
③生活習慣改善の必要性が高い場合 
の３つのグループに分け、特定保健指導を実施します。 

 
 
７．国民健康保険税の賦課限度額が引き上げられます。 
  後期高齢者医療制度創設により、これまで「医療分」と「介護分」の２区分で賦課さ

れていた保険税に、新たに後期高齢者医療制度を支援するための「支援分」が加わり３

区分となります。 
  これにより、それぞれの賦課限度額は次のように変更になります。 
  なお、税率等詳細につきましては、決まり次第お知らせします。 

区 分 平成１９年度 平成２０年度 差 引 
医 療 分 ５６万円 ４７万円    △９万円 
介 護 分 ９万円 ９万円     － 
支 援 分 － １２万円    １２万円 
合   計 ６５万円 ６８万円     ３万円 

 
 
８．６５歳以上の方の保険税の年金天引きが始まります。 
  国保被保険者全員が６５歳以上７４歳未満の世帯の保険税納付について、年金からの

天引き（特別徴収）がはじまります。 
  ただし、世帯主が国保被保険者以外の場合や年金額が年額１８万円未満の場合、介護

保険料とあわせた保険料（税）額が年金額の２分の１を超える場合は、年金からの天引

き対象とはならず、普通徴収となります。 



９．後期高齢者医療制度が創設されます。 
 
○老人保健制度に代わって新たに「後期高齢者医療制度」が創設されます。 
  後期高齢者医療制度は、都道府県単位の後期高齢者医療広域連合が保険者となり、市

町村は窓口業務などを行います。 
 ①広域連合の役割 
  保険料の決定や保険給付等を行います。 
 ②市町村の役割 
  保険料の徴収、申請や届出の受付、保険証の引き渡し等を行います。 
 
○被保険者 
  後期高齢者医療制度の被保険者は、青森県内に居住する７５歳以上の方と６５歳以上

で一定以上の障害のある方が対象となります。 
 
○保険証 
  保険証が１人に１枚交付されます。大切に保管しましょう。 
 
○自己負担割合 

 一般 １割 
現役並み所得者 ３割 

 
○保険料 
  後期高齢者医療制度では、被保険者一人一人が保険料を納めることになります。 
   保険料＝均等割額＋所得割額 
  保険料の限度額は５０万円です。また、これまでの国民健康保険と同じように保険料

の軽減措置があります。 
 
○保険料の納め方 
  年額１８万円以上の年金を受け取っている方は、介護保険と同じように年金からの天

引きとなります。ただし、介護保険料とあわせた保険料額が年金額の２分の１を超える

場合は、年金からの天引き対象とはならず、普通徴収となります。 
 


